
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問  市内の産業廃棄物処理業の事業場の状況は？ 

 答弁  収集運搬業の積替え保管施設を有するのが 37 箇所事業場あり、その内 11

箇所が石綿の取扱いが認められている。また、処分業は 26箇所あり、石綿を処理で

きる事業場はない。積替え保管施設は、収集運搬業者が廃棄物を一時的に車から降

ろし積み替えや一時保管をすることで効率の良い運搬を可能とする事業場。 

 

 質問  石綿を含んだ産業廃棄物はどのように処分するのか？ 

 答弁  石綿を含んだ産業廃棄物は、飛び散る恐れが高いか、低いかにより「飛散性」

のものと「非飛散性」のものに区分される。飛散性廃棄物は吹付材や保温材など大

気中に飛び散りやすい状態のもので、危険性が高いため厳格な管理・処分が定めら

れており、特別管理産業廃棄物に指定されている。処分にあたっては、特別管理産

業廃棄物の収集運搬・処分の許可を受けた事業者に処理を委託する必要がある。非

飛散性廃棄物は、屋根材や壁材などのサイディング等に使われているが、飛散性が

低いため、一時保管するときは散水などにより湿った状態にして全体をシート等で

覆うなど、石綿が飛散しないように措置を行うことで、通常の産業廃棄物の収集運

搬・処理の許可を受けた事業者に委託して処理することができる。 

 

 質問  積替え保管施設で、産業廃棄物をどのように扱うのか？  

 答弁  積替え保管には、廃棄物処理法に基づく処理基準が適用される。搬出先が

定められ、適切な保管量で性状が変化する前に搬出すること、飛散・流出・地下浸

透・悪臭を防止する措置をとることなどが定められている。石綿を含んだ産業廃棄

物の積替え保管施設では、飛散性廃棄物は、原則積替えを行わずに処分施設に直送

することになっている。非飛散性廃棄物は、破損等が生じないうちに搬出すること、

また、十分な飛散防止措置をとることが重要とされている。 

 質問  市内の石綿を含む産業廃棄物の積替え保管施設は、適切

に処理されているか？ 処理が適切でない場合は？ 

 答弁  市内の積替え保管施設については、石綿を含んだ産業廃棄物の取扱いに関

して行政指導を実施した事業場が 1 箇所あり、現在も行政指導を継続してる。産業

廃棄物処理業者に対しては立入検査を定期的に実施し、不適切な処理の把握に努め

ているが、この他にも、近隣の方をはじめ、関係各方面からの通報や監視パトロー

ルにおいて現場確認することで把握に努めている。不適正処理に対する監視指導は、

まず行政指導により是正を求める。是正されない場合は、行政処分に移行し、廃棄

物処理法に基づいた報告徴収、立入検査により事実関係の把握に努め、改善命令、

事業停止命令、許可取消し、措置命令がある。命令違反など特に悪質性が高い場合

は、刑事告発により罰則が適用される場合がある。 

 

 質問  事業者の業務状況や財務状況などを確認しているか？ 

 答弁  立入検査では、許可の内容、処分や保管の状況、処理の委託・受託の状況、

産業廃棄物管理票いわゆる産廃マニフェスト、帳簿の確認などを行う。財務状況に

ついては、処理業の新規許可、更新許可手続きの際に審査を行う。 

 

 質問  今後の処理業者の監視指導体制についての考えは？ 

 答弁  産業廃棄物に関する事務は、中核市移行によって県から市へ移譲されてま

もなく 4 年になるが、事業者や事業場も不適正処理の状況もさまざまで複雑で、手

探りで行っている部分もある。今後は、これまで以上に県内外の都道府県、政令指

定都市、中核市と連携を密にし、形式的な情報提供のみならず、長い経験から培っ

た業務の問題点や注意点、指導方法なども幅広く教えてもらい、実務的な能力を強

化していくことが重要になってくると考えている。環境省の 2021 年の行政処分指

針では、違反行為が疑われる場合、速やかに違反行為を認定し、行政処分を迅速に

行うことを求めている。適正処理の指導にあっては、毅然とした態度で、厳格かつ

公平に対応し、迅速に行政処分を行っていきたいと考えている。 

 

  

日本共産党一宮市議団の活動をお知らせします。 
 

TEL45-5424 Fax45-5347 

一宮市八幡 2-13-30 [発行] 日本共産党一宮市委員会 

2025 年３月 

No.シャットルシャットル

ひこさか和子 
わたなべさとし 
 

今回の千秋町浅野羽根の石綿を含む産業廃棄物の積替え保管施設の

法人には、昨年 3 月 21 日に事業の停止の行政処分が行われた。再発防

止に向け業務状況や財務状況の把握などに努めるよう求めました。 

今回の報道により、地域住民からは不安の声と、早急な飛散防止策と

処分を求める声があがっています。飛散・流出を防止する措置がされず、

大量の廃棄物が長期に処分されていない状況に対応を求めました。 
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一般質問 3/13 

／
１. 産業廃棄物放置の対応を求める 

『アスベスト含む廃棄物放置などの疑いで書類送検』愛知労働局 1/6 

千秋町浅野羽根での産業廃棄物放置の報道に、産業廃棄物処理業者の状況や、

再発防止の取り組みなどを質問した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問  対象校の審査結果の点数のつけ方は？ 

 答弁  対象校選定の評価点は、①「候補校選定委員会による評価点」、②「候補校

ごとに対象校舎の最も古い築年数から、すべての候補校の対象校舎のうち最も新し

い築年数を差し引いた数」を「校舎の老朽化度による評価点」、③「各課が所管して

いる公共施設について、学校と複合化することを要望していることと、提案内容が

合致している場合」に「行政ニーズによる評価点」、④提案の内容における実現性の

割合によって「提案内容の実現性による評価点」、⑤地域で協議された提案に「地域

で協議された提案の評価点」を加算した 5つの項目で算出している。 

 

 質問  施設整備には「学校施設環境改善交付金」の活用、 

複合化の補助率、複合化を含む提案に加点する理由は？ 

 答弁  校舎の建替え等を行う場合には文部科学省の「学校施設環境改善交付金」

の利用を考えている。単なる建替えや改修の場合の補助率は、基準単価を基にした

建設費などの 1/3、他の公共施設と複合化を行う場合は、条件はあるが補助率が 1/2

となる。公共施設等総合管理計画において公共施設の延床面積の縮減を目指してお

り、他の公共施設との複合化の提案に対して加点している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問  一宮市総合教育会議の「在学中の児童など若い世代が参

加できる方法を」の意見、どのように具体化を？ 

 答弁  対象校に在学する児童・生徒に、ワークショップが始まる前にシン学校プ

ロジェクトの説明会を実施し、アンケートを実施した。その結果を示し、基本計画

策定の参考になるようにしている。参加者として、在校生の保護者や、まだ小学校

に入学する前の未就学児の保護者、一部では小学生も参加している。 

 

 質問  第一期対象校のワークショップの実施状況と意図は？  

 答弁  ワークショップは、学校ごとに委託した「基本計画策定支援業務」の受託者

が 2025 年 5 月までの期間に 4 回ずつ行う。3 月 10 日現在、大和南小学校は 3 回、

小信中島小学校、北部中学校、南部中学校の 3 校は 2 回、富士小学校は 1 回、開催

しています。ワークショップでは、採択された提案内容を素案に、様々な地域から、

「自分たちの学校をどうしたいのか」「これからも残したい良いところは何か」など

多岐にわたる意見がある。こうした意見集約をもとに、行政や教育的な視点も合わ

せ、ブラッシュアップして、最終的に基本計画を策定していきたいと考えている。 

＊日本も批准する子どもの権利条約に基づいて、子どもが「意見を表明し、聴取され

る」様にし、子どもの意見を反映するよう求めた。 

 

 質問  猛暑などで水泳授業中止した場合は？水泳授業を委託

しているが、小中学校に屋内プールを整備する考えは？ 

 答弁  熱中症の危険度を判断する暑さ指数、WBGTが 31℃を超える場合、学校プー

ルで水泳の授業は中止し、教室で水に関する安全面の学習や、別日にプールの授業

を入れ替えて対応している。小学校はプールの再建や維持管理などの費用対効果を

考えて、水泳授業の民間委託を進めており、今のところ、小中学校に屋内プールを

整備する考えはない。 

＊子どもが快適に水泳授業で学べる環境の確保に努めてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域からの要望という形をとりながらも、各地域づくり協議会への説明会の

開催や、提案に対する評価などで「行政のニーズ」が色濃くなっている。 

一宮市公共施設等総合管理計画は、2056 年までに公共施設の延べ床面積

15％の削減目標。公共施設の総延べ床面積の 4割が小中学校施設です。安易な

達成の手段として小中学校の統合、複合化、プール廃止などが無いように求め

ました。複合化は、安全や防犯、衛生などへの配慮が必要。 

老朽化している学校の状況は看過できず、対策を行うことは急務です。 

せっかく新しい学校を作るのだから、国内で一宮市が先んじて「世界標準」に

沿った学校を作ってはどうか。「小さな学校」「小さなクラス」が世界の流れで、

ＷＨＯ（世界保健機関）が示している学校規模の基準は生徒 100 人以内です。

子どもたちの人格を尊重し、人間的な関係を基礎として、規則や形式にとらわ

れない子どもたちの個性に合ったその学校固有の教育は、小さな学校でこそ初

めて可能となります。いまだに無くならない教員の時間外在校時間の減少にも

つながります。 

文科省は「公立学校施設は、児童生徒の学習・生活の場で、地震等の災害時

は地域住民の避難場所の役割を果たすため、安全・安心の確保」が重要として

います。防災面では、各校で飲料水が備蓄され、調理場が各校にある自校方式

の維持は防災にも役立ちます。また、自校方式は質も良いことが示されていま

す。当事者・地域の意見も生かしながら、教育論・教育学の知見なども踏まえ、

より丁寧に進めことが必要ではないでしょうか。 

市民の声を十分に生かせないスケジュールで進む 

教育論・教育学・防災などを踏まえ、丁寧に進める

ことが必要 

２．子どもの学びを中心にすえた学校を 


